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　平成17年に成立した会社法は、あまりにも精緻にできていて、これを学
ぶ者にとって、この法律を貫く「プリンシプル」（「原理」や「原則」と訳され
る）が何であるかについて把握することが困難であるという欠点がある。
本書は、会社法を貫く「プリンシプル」を解明するものである。
　諸君にとって、試験において、自分が考えたこともない問題について解
答を求められることはしばしばある。会社の従業員となった諸君が、法学
部出身ということで会社の法務部門に配属された場合でも、会社法のスペ
シャリストとして取り扱うのは、大学で習ったことのない問題である。諸
君が弁護士や裁判官らの実務家になっても、日常で出会うのは、これまで
の法学部や法科大学院などでの教育ではっきりとは教えられていない問題
である。このような問題は、裁判実務や学界においても、はっきりとした
答えがない場合が多い。実に、こういう場面こそ、諸君が大学などで会社
法を学んだことの真の意味が問われているのである。本書を通して会社法
の「プリンシプル」を修得した諸君ならば、未知の会社法上の問題に出会っ
ても、「プリンシプル」からすると、この問題については、こういう結論に
なる、と自己の見解を提起できる。まさに、かかる原則論に立った見通し
が立つか否かが、未知の問題に対する勝負の分かれ目である。本書は、法
律家が会社法上の問題を考える上で、「プリンシプル」に基づいた正当な見
解を提起するための導きの糸となることを目指している。しかし、諸君か
らは、そうはいっても、「プリンシプル」を知っただけでは、実際に学部の
期末試験で出題される事例問題を解けないのであって、本書を読んでも講
義の単位はとれないのではないか、という疑問も提起されるかもしれない。
そこで、本書は、事例問題の解き方という最終章において、本書ではじめ
て会社法を学ぶ法学部学生諸君を読者として想定して、事例問題の解くた
めの技術につき解説している。

はしがき
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　本書は、学界の最前線で御活躍されている先生方との共同作業により誕
生した。我々は、本書の執筆方針を共有し、執筆の具体的なあり方等につ
いて議論を重ねた。
　本書の刊行に当たり、弘文堂の高岡俊英氏には、格別のご配慮を賜った。
高岡氏の御尽力がなければ、本書は世に出ることはなかった。執筆者を代
表し、篤く御礼申し上げる。
　本書が諸君の会社法の学習に役に立ち、本書で会社法の「プリンシプル」
を体得された諸君が社会でこれから活躍することを祈念する。

令和 2年 8月

執筆者を代表して

高橋　英治
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第 1章　会社法と会社――概念と目的

1　会社法とは何か
　会社法とは、会社の設立、組織、運営および管理に関する法律である（ 1
条）。会社の「設立」とは、会社という法人を成立させる手続を意味する。
「組織」とは、会社構成員の権利義務および株主総会や取締役会等の会社の
機関を意味する。「運営」とは会社の意思決定およびその執行を意味する。
「管理」とは、清算等の運営以外の会社の諸活動を意味する。会社法 1条は、
会社法の定義および適用順序を示したものであり、会社の成立過程から消
滅に至るまでの各事項については、他の法律（例えば、金融商品取引法）に特
別の定めがある場合を除き、会社法の適用があるとする。会社法は会社に
関する包括的法律（法典）である。
　形式的意義の会社法とは平成17年に制定された「会社法」という法律を
指す。実質的意義の会社法とは、会社関係者の保護の機能を有する会社に
関する諸規範を指し、会社法以外に、会社法に属する各種法務省令（会社法
施行規則、会社計算規則等）、主に上場会社に適用がある金融商品取引法の一
部（開示規制、内部者取引規制、公開買付規制等）、またはソフトローとしての経
済産業省と法務省の指針（「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収
防衛策に関する指針」）、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード等
がこれに含まれる。
　会社法は実質的意義の商法の中心に位置する。しかし、会社法が独立の
法典となり、保険法も独立の法律となった今日、商法典の持つ意義は従来
よりも少なくなってきている。わが国において実質的意義の商法に関する
議論を支えてきた諸条件は近年大きく変化しており、現在、実質的意義の

Ⅰ　総　論
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商法に関する議論を、会社法を核とした新しい体系の下で再構築すること
が求められている。

2　会社法の目的
（1）　会社法の目的―会社構成員と利害関係者の利益の調和

　会社とは、経営学的には、人的資源と物的資源とを統合して社会的価値
を生み出す制度である。従業員関係については労働法が規律する。会社法
は、出資者である「社員」と会社債権者の利害に関する事項を規律する。会
社法でいう「社員」とは、読者の方々が日常使っている「会社員」のこと
ではなくで、会社に対する「出資者」のことを意味する。読者の方々は日
常会話で「○○社」から内定をもらって「○○社」の社員になるという意
味での「会社員」は、会社法上「従業員」ないし労働法上「労働者」とい
われる。
　会社法は会社を巡る利益調整のための法である。社員と会社債権者の利
益は通常一致する。すなわち、会社が利益を上げれば社員は持分の増加と
いう形で利益を得て、会社債権者は自己の債権の引き当てとなる会社財産
が増加する。しかし、両者の利益が衝突する局面もある。例えば、会社が
利益の分配を行う場合、社員はできるだけ多くの分配に与りたいと望むで
あろうが、会社債権者にとっては、会社財産の確保がその重要な関心事と
なる。会社法は、資本金の制度や計算規定を整備して両利益の調整を図る。
また、社員相互の利益の調整が問題となる局面も存在する。多数派社員と
少数派社員の利益衝突が、その典型例である。会社が少数派株主の利益の
犠牲の下において多数派株主を利することがないように、会社法は、株主
平等の原則（109条 1 項）を規定して、株主間の利益の調整を図る。
　会社法は、経営組織に関する法であり、組織における機関の職責と個人
的利益との衝突、すなわち利益相反の適切な解決を導く。すなわち、会社
法は取締役の利益相反に対処する規定（356条・361条）を置くことにより、取
締役が自己の利益のために株主の利益を侵害しないように規制を行う。
（2）　利害関係者の保護と会社の競争力
　会社法は、自国の会社の競争力向上を指導理念として立法・解釈するべ



　　3

きか、それとも会社関係者の保護を指導理念として立法・解釈するべきか、
について対立がある。現在、会社法の国際的統一という動きはなく、会社
法に関し各国は独自の規制を置く。日本においても、自国に会社設立が行
われるように、会社法を規制緩和するという傾向が近年みられる。しかし、
その一方で、会社法の理念は会社関係者の保護にあり、会社の不祥事が絶
えることがないことに鑑み、会社法の規制は強化されるべきであり、安易
に緩和されるべきではないという考え方も存在する。会社法は、自国の産
業の育成・発展のための「規制緩和」と会社関係者の保護という「規制強
化」の間で常に揺れ動いてきた。会社法の歴史は、規制緩和の下にバブル
経済が生まれ、バブルがはじけて規制が強化される、という繰り返しで
あった。
　会社関係者の利益を適切に保護しない会社法は競争力を失う。投資家お
よび債権者の信頼を得てこそ、会社は発展する。現代の会社法学は、一方
において、会社関係者の適切な保護の調和点を明らかにすることにより、
会社に対する投資家および債権者の信頼を確保する必要があると同時に、
他方において、規制緩和を大胆に推し進め、自国に投資を誘引するという
2つの相反する要請を同時に実現するという課題を抱えている。今後の立
法の方向としては、パソコンで作業するだけで会社を設立できる「オンラ
イン設立」を導入して会社設立の規制緩和を進めるとともに、より実効的
な少数派株主および会社債権者の保護を実現しなければならない。
　各国の経済的結びつきは年々緊密化し、世界の共同体としての性格は強
まっている。将来的には、特に経済的に結びつきの緊密な国の間で、それ
ぞれの国の会社法の内容を調整し、その国に存在する企業の競争条件を均
一化する傾向は一層強まるであろう。かかる状況下において、経済の国際
化に伴い、会社法の比較研究の必要性は増大している。
　わが国の会社法は、その源点において比較法学の産物であった。ヘルマ
ン・ロェスレルは、わが国の商工業に先進国と同じ土台を与えるため、わ
が国の商法典を起草した。その際、ロェスレルは、六ヶ国以上の外国商法
典の最新動向を調査し、世界最新の原理に基づく商法典を日本において作
り上げようとした。今後、わが国の会社法学は、かかる商法典の原点の精
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神に立ち返り、外国法研究を進め、会社法上の制度の国際的調和を実現す
るとともに、外国の優れた新しい制度は積極的に導入し、わが国の企業が
外国企業との国際的競争の中で勝ち残っていけるようにしなければならな
い。

3　会社の概念
　会社とは「営利社団法人」である。平成17年会社法前においては、会社
を営利社団法人であると定義する規定が存在した（旧商52条・54条、旧有限 1
条）。平成17年会社法は会社につきこれを「法人」とするという規定を置くに
すぎないが（ 3条）、会社が営利社団法人であり続けることには変更がない。
（1）　会社の営利性
　会社は営利団体である。その営利性とは、「対外的活動によって獲得した
利益を社員に分配する」ことを目的とするという意味である。会社は、営
利を目的とする団体であるという意味で、公益法人や協同組合と区別され
る。一般的には、営利性とは収益活動を行うことを指すが、会社の属性と
しての営利性とはかかる一般的な意味での営利性とは異なる。例えば、公
益社団法人は、その公益事業の実施に要する適切な費用を補うため、収益
を生む事業を行うことができる（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律14条）。したがって、公益社団法人は営利事業もなしうる。
　学校法人である私立大学がホテルを経営し、宗教法人である寺院が駐車
場や宿坊を経営している例があることは諸君もご存じであろう。公益法人
も、本業である教育のための事業や宗教活動の実施に必要な費用を補うた
めに、営利事業を行うことができるのである。
　収益事業をなしうるか否かは、会社と公益社団法人を区別する基準には
ならない。公益法人では、公益事業に要する費用を補うためにのみ収益事
業が認められている点が、収益事業により獲得した利益を社員に分配する
ことを目的とする会社との相違点である。一般社団法人では、社員に剰余
金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款規定は無効である
（一般社団及び一般財団法人に関する法律11条 2 項）。これに対し株式会社の定款が、
株主に剰余金の配当を受ける権利および残余財産の分配も受ける権利も与


